
 

 

企画・発行 上野税理士法人  
〒１０３－００２８ 東京都中央区八重洲１丁目５－１５ 荘栄建物ビル８階 

２０１６．０９．０５号 

「驚愕の 2018 年介護保険法改正の方向とその事前対策 今から始める介護保険外サービスの考え方」 

日時： １０月２１日（金） １３：３０－１６：３０ 

会場： 日本橋公会堂 【半蔵門線「水天宮駅」 徒歩２分、日比谷線「人形町駅」徒歩５分、他】 

講師： 小濱 道博氏 (小濱介護経営事務所 代表)  （詳しくは、http://www.care-mas.com まで） 

 消費税率引上げ時期変更に伴う税制上の措置 

  
消費税率 10%への引上げ時期を平成 31年 10月 1日に変更す

ることに伴う対応として、与党（自民・公明）は「消費税率

引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」を取りまとめた。軽

減税率制度や反動減対策等の各種施策については、消費税率

の引上げ時期の変更にあわせて導入時期を 2 年半延期するこ

とを基本として、所要の法制上の措置を講じるとされ、秋の

臨時国会に関連税法の改正案が提出される予定だ。 

 主な内容は、以下の通りである。 

【消費税の軽減税率制度等】 

・消費税の軽減税率制度の導入時期を平成 31年 10月 1 日と

する。 

・適格請求書等保存方式の導入時期を平成 35年 10月 1 日と

する。 

・適格請求書等保存方式が導入されるまで措置について、中

小事業者に対する売上税額の簡便計算に係る経過措置は平

成 31年 10月 1日から平成 35年 9月 30日まで、仕入税額

の簡便計算に係る経過措置は平成 31年 10月 1日から平成
32年 9月 30日の属する課税期間の末日までを適用期間とする。 

・中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の

簡便計算に係る経過措置は措置しないこととする。 

・消費税転嫁対策特別措置法の適用期限を平成 33年 3月 31

日とする。 

【住宅ローン減税等】 

・住宅ローン減税の拡充等の措置及び東日本大震災の被災者

に対する再建住宅の取得等に係る住宅ローン減税の拡充措

置の適用期限を平成 33年 12月 31日までとする。 

・一般の住宅取得及び被災者の住宅再建に係る給付措置の対

象期間も平成 33年 12月 31日まで延長する。 

【住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置】 

・住宅の取得対価等に含まれる消費税率が 10％である場合の

非課税枠の適用期間を平成 31年 4月 1日から平成 33年 12

月 31日までとする（非課税枠を段階的に縮小させる時期も

2 年半延期）。 

・上記以外の非課税枠の適用期限を平成 28年 1月 1日から平

成 33年 12月 31日までとする（非課税枠を段階的に縮小さ

せる時期も 2年半延期）。 

【車体課税】 

・自動車取得税の廃止時期を平成 31年 10月 1日とする。 

・自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期を

平成 31年 10月 1 日とする。 

【地方法人課税】 

・法人住民税法人税割の税率引下げ、地方法人税の税率引上

げ、地方法人特別税・譲与税の廃止等の時期を平成 31年 10

月 1 日とする。 

介護保険料の負担年齢引き下げ 慎重論多数 

 

40歳以上が対象である介護保険の被保険者の範囲拡

大についての論点が介護保険部会で提示された。 

被保険者の範囲に関する議論はこれまでにもされて

きた。過去の議論では、介護を必要とする全ての人に

サービスを給付し、保険料を負担する層を拡大する「制

度の普遍化」を目指すべきか、「高齢者の介護保険」を

維持するかが中心に議論されてきた。これまでは、「制

度の普遍化」を目指すべきという意見が多数あった一

方、若年者が要介護状態になる確率は低く、その原因

が出生時からであることも多いため、こうした分野の

取組は税を財源とする福祉によるべきとの点から、慎

重論もあり、議論は見送られてきた。 

 

介護保険をとりまく現状は厳しい。高齢化に伴い、

介護費用の総額も制度設立時から約 3倍の約 10兆円に

なるとともに、保険料の全国平均は 5,000円を超え、

2025年度には 8,000円超えが見込まれている。また、

これまで保険料負担者である 40歳以上人口は増加して

きたが、平成 33年（2021年）をピークに減少する。 

一部の委員は範囲拡大について理解を示しつつも

「時期尚早」とし、部会だけで決められる問題でもな

いため、国民的議論が必要となりそうだ。 

 

介護受給者数６００万人超え 

 
厚労省は平成 27年度「介護給付費等実態調査」の結

果を公表。年間の実受給者数は、前年度から 16万 8,100

人増加の 605万 1,100人で、初めて 600万人を超えた。 

介護予防サービスは、4万 8,500人増の 155万 9,500人、

介護サービスは 13万 400人増の 484万人。 

 

受給者 1人当たりの費用額（平成 28年 4月審査分）

は 15万 7,000円で、前年同月で 800円の減少。介護予

防サービスは 3万 6,600円（対前年同月 4,400円減）

で、都道府県別では佐賀県が最も高く 3万 8,900円。

介護サービスは 19万 900円（同 400円減）で、都道

府県別では沖縄県が 21万 300円と最も高く、次いで鳥

取県 20万 6,000円、石川県 20万 3,700円と続く。 

 
詳しくはお気軽に <info@care-mas.com> まで 
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